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１ 改正点 

【教育委員会】 

 ＜教育総務課＞ 

  小中学校の適正規模・適正配置及び小中一貫教育を推進し、教育の質の更なる充実を図るため、教育

総務課に「学校適正配置推進室」を設置する。 

 

 ＜学校教育課＞ 

就学援助、学校区の管理、ＰＴＡ活動推進などの学事関連の事業や児童・生徒・教職員健康対策事業

などの保健関連の事業を効率的に行うため、学務課の学事担当及び保健給食担当の保健関連事業を学

校教育課に移管し、「学事保健担当」を設置する。 

 

 ＜学校管理課＞ 

  小中学校の経理、給食運営、施設管理等の事業を集中することにより、効率的かつ効果的な事業執行

を図るため、「学校管理課」を設置するとともに学務課を廃止する。 

  教育総務課が所管する小中学校の経理及び施設管理の事業並びに学務課が所管する給食運営の事業

を「学校管理課」に移管し、「経理給食担当」と「施設担当」を設置する。 
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２ 組織の増減 

 減 増 差引 

部   ±０ 

室   ±０ 

課等 学務課 学校管理課 ±０ 

課内室

等 

 学校適正配置推進室 
＋１ 

担当 

教育総務課 総務経理担当 
教育総務課 施設担当 
学務課 学事担当 
学務課 保健給食担当 
 
 

学校教育課 学事保健担当 
学校管理課 経理給食担当 
学校管理課 施設担当 

▲１ 

 

【組織数】 

令和７年度 令和８年度 

１５部・３室 
８９課（１3 課内室）１７４担当 

１５部・３室 
８９課（１４課内室）１７３担当 

 


